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○議事日程〔 第２号 〕 

 平成２５年３月５日(火曜日) 午前１０時開会 

※開議宣告 

日程第１  議会運営委員会の委員選任 

日程第２  常任委員会の委員選任 

日程第３  第１号議案から第３８号議案まで 

       質  疑 

       委員会付託 

［ただし、第１号議案を除く。］ 

日程第４  予算審査特別委員会の設置及び委員選

任 

       委員会付託［第１号議案］ 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

○出席議員（２０名） 

１  番 土 谷 信 也 

２ 番 近 藤 紀 男 

３ 番 成 重 博 文 

４  番  安 達    隆 

５  番    山  田  秀  夫 

６  番  松 本 博 彰 

７ 番   中山田  健  晴 

８  番    河  野  徳  久 

９  番    明 石 光 子 

１０ 番 土 谷   力 

１１  番    村 上 和 人 

１２  番    鴛  海  政  幸 

１３  番    安  東  正  洋 

１４  番    北 崎 安 行 

１５  番    川 原  直 記 

１６  番    河  野  正  春 

１７  番    山 本 博 文 

１８  番    菅    健 雄 

１９  番    徳 永   浄 

２０  番    大  石  忠 昭 

 

○欠席議員（０名） 

 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長    河 野 真 一 

庶 務 係 長    次郎丸 浩 一 

 

 

議 事 係 長    岩 本   力 

主     任    西 田 巨 樹 

 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長    永 松 博 文 

副  市  長    鴛 海   豊 

会計管理者兼市参事兼会計課長  

            野 村 信 隆 

市参事兼税務課長   安 東 良 介 

市参事兼農林振興課長   井 上 晃 一 

総  務  課  長          安 藤 隆 治 

企 画 情 報 課 長          佐 藤 之 則 

財  政  課  長       甲 斐 智 光 

市 民  課  長    山 田 真 一 

保 険 年 金 課 長   佐 藤   清 

子育て・健康推進課長   植 田 克 己 

人権・同和対策課長     伊 東 文 夫 

環 境 課 長    都 甲 賢 治 

商 工 観 光 課 長   安 田 祐 一 

農 地 整 備 課 長   榎 本 久 光 

建  設  課  長    筒 井 正 之 

都 市 建 築 課 長     河 野 義 雄 

上 下 水 道 課 長      中 尾   勉 

福 祉 事 務 所 長     尾 形   稔 

地域総務二課長兼水産・地域産業課長 

              後 藤 三 利 

消  防  長    後 藤   勲 

総務課 課長補佐兼総務係長兼秘書広報係長 

       後 藤 史 明 

総務課 人事・法規係長   丸山野 幸 政 

教育庁 

教   育   長    河 野   潔 

総 務 課 長       渡 邊 和 幸 

学 校 教 育 課 長   瀬 口 卓 士 

 

○議長（河野正春君）  おはようございます。これ

より本日の会議を開きます。 

○議長（河野正春君）  日程第１、議会運営委員会

の委員選任を行います。 

 議会運営委員会委員の任期は２年となっています。

したがって新たに議会運営委員の委員を選任いたし

たいと思います。 

 議会運営委員会の委員は、委員会条例第７条第１

平成２５年第１回豊後高田市議会定例会会議録（第２号） 
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項の規定により、議長が会議に諮って指名すること

になっております。 

 お諮りいたします。 

 選任の方法は指名推選の方法を用いることとし、

指名の方法は先例により正副議長で協議し、議長が

指名することにいたしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

 よって選任の方法は、指名推選の方法を用いるこ

ととし、指名の方法は、先例により正副議長で協議

し、議長が指名することに決しました。 

 協議のため、しばらく休憩いたします。 

午前１０時０１分 休憩 

午前１０時０８分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議会運営委員会の委員を指名いたしますので、事

務局長に発表させます。 

事務局長。 

○事務局長（河野真一君）  それでは読み上げます。 

 ３番成重博文議員、４番安達 隆議員、５番山田

秀夫議員、６番松本博彰議員、９番明石光子議員、

１０番土谷 力議員、１１番村上和人議員。 

 以上でございます。 

（「もう一回お願い。」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  事務局長、もう一度読み上

げてください。 

○事務局長（河野真一君）  それでは、再度読み上

げたいと思います。 

 ３番成重博文議員、４番安達 隆議員、５番山田

秀夫議員、６番松本博彰議員、９番明石光子議員、

１０番土谷 力議員、１１番村上和人議員。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  お諮りいたします。 

 ただいまの諸君を議会運営委員会委員に指名する

ことにご異議ありませんか。 

（「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  大石議員。 

○２０番（大石忠昭君）  先ほど、代表者会議でも

議論をいたしましたが、こういう結果になろうとは

思いませんでした。今回、初めて無会派についても

代表者会議に参加できるようになりまして、議会運

営委員会７名の中に無会派から１名も入らないちゅ

うのは、ちょっと市民は納得できないと思います。 

 特に、副議長なども就任の挨拶の中で、円満なそ

して公平な議会運営を進めると言われましたけれど

も、なぜ、無会派から大石ということになっておっ

たのに選任できないのかね。一部の会派からいろい

ろと指図をされたようですけれども、そういうこと

は許されませんので。私はこの人選については反対

いたします。 

○議長（河野正春君）  ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ただいま、異議がありまし

たので、起立により採決いたします。 

 改めて、私から指名し、お諮りいたします。 

 議会運営委員会委員に、３番成重博文君、４番安

達 隆君、５番山田秀夫君、６番松本博彰君、９番

明石光子君、１０番土谷 力君、１１番村上和人君。 

 以上であります。 

 以上の７名を議会運営委員会の委員に指名するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（河野正春君）  起立多数であります。 

よって、以上の諸君を議会運営委員会の委員に選

任することに決しました。 

 しばらく休憩いたします。 

午前１０時１３分 休憩 

午前１０時１４分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議会運営委員の方々には、休憩中に議会運営委員

会を開いて、正副委員長の互選を行い、その結果を

報告願います。なお、会場については委員会室にて

お願いいたします。 

 しばらく休憩いたします。 

午前１０時１４分 休憩 

午前１０時２６分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 議会運営委員会の正副委員長の互選の結果につい

て報告がありましたので発表をいたします。委員長

に４番安達 隆君、副委員長に３番成重博文君。 

 以上のとおりであります。 

○議長（河野正春君）  日程第２、常任委員会の委

員選任を行います。 

 常任委員会の委員の任期は２年となっています。

したがって新たに常任委員会の委員を選任いたした

いと思います。常任委員会の委員は、委員会条例第
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７条第１項の規定により議長が会議に諮って指名す

ることになっております。 

 お諮りいたします。 

 選任の方法は、指名推選の方法を用いることとし、

指名の方法は、先例により正副議長及び正副議会運

営委員長で協議し、議長が指名することにいたした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

よって、選任の方法は指名推選の方法を用いるこ

ととし、指名の方法は、先例により正副議長及び正

副議会運営委員長で協議し、議長が指名することに

決しました。 

 協議のためしばらく休憩いたします。 

午前１０時２８分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 常任委員会の委員を指名いたしますので事務局長

に発表させます。 

事務局長。 

○事務局長（河野真一君）  それでは私のほうから

読み上げたいと思います。 

 議席番号と氏名を読み上げます。 

 まず、総務委員会、１番土谷信也議員、７番中山

田健晴議員、８番河野徳久議員、１１番村上和人議

員、１５番川原直記議員、１６番河野正春議員、１

９番徳永 浄議員、以上でございます。 

 次に、社会文教委員会を読み上げます。２番近藤

紀男議員、３番成重博文議員、４番安達 隆議員、

９番明石光子議員、１０番土谷 力議員、１４番北

崎安行議員、２０番大石忠昭議員、以上でございま

す。 

 次に、産業建設委員会を読み上げます。５番山田

秀夫議員、６番松本博彰議員、１２番鴛海政幸議員、

１３番安東正洋議員、１７番山本博文議員、１８番

菅 健雄議員、以上でございます。 

○議長（河野正春君）  お諮りいたします。 

 ただいまの諸君を、それぞれ常任委員会の委員に

指名することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま、指名いたしました諸君をそれ

ぞれ常任委員会の委員に選任することに決しました。 

 なお、各常任委員会の正副委員長につきましては、

後日開かれる各常任委員会において互選を行ってく

ださい。その結果は後日、議長に報告願います。 

○議長（河野正春君）  日程第３、第１号議案から

第３８号議案までを一括議題といたします。 

 初めに各議員にお知らせをします。質疑及び質問

に関して、２０番、大石忠昭君から資料要求があり、

市長に提出依頼をしたところ、お手元にお配りのと

おり提出がありましたのでご了承願います。 

 議案質疑通告表の順序により発言を許します。 

１５番、川原直記君。 

○１５番（川原直記君）  おはようございます。１

５番の新友会、川原直記でございます。議案質疑を

いたしたいと思っております。 

 第１号議案について、７款１項２目１９節西国東

商工会運営費補助金についてでございます。今議会、

冒頭、市長の提案理由がありまして、現当市の日本

一をみずからの口で聞き、それはそれで大いに市を

盛り上げる形でよい施策だと思っております。他方、

マスコミでは目立たない施策もたくさんあると思っ

ています。 

 今回の質疑もその中の一つだと思っています。市

の合併により、また、その他の理由で、農協や漁協

も県下一つの機関となりました。とりあえず、商工

会は周辺地域を元気づける役割の一助を担っている

のではないかと思っています。 

 人口規模からいっても、豊後高田の会議所と商工

会、２つの経済団体があるということが、この市に

とってどうかという、まあ一考する余地はあろうか

と思っておりますが、現段階ではまだ時期が早いの

ではないかなと思っております。 

 平成１７年に合併後、３００万円以上の運営補助

金を西国東商工会がいただいております。運営補助

金と事業補助金合わせて３００万円以上をいただい

ておりましたが、平成２４年度は２００万円という

ことで推移してまいりました。来年２５年は、それ

が１５０万円ということで、大変厳しい予算編成を

余儀なくされているのではないかと思っております。

本年、２４年度の収支ベースでは、収支トントンの、

ゼロになる見込みであります。ことしの予算から言

いますと、来年度はマイナス５０万円ですので、お

のずと答えは出てくるのかなと思っております。 

 今月で任期を迎えられる市長でありますが、今の

お気持ち、また、商工会に対して、どのような考え

で進むのか。できましたら運営補助金のアップを考
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えていただきたいと思っております。 

 以上で、１回目の質疑を終わります。 

○議長（河野正春君）  商工観光課長、安田祐一君。 

○商工観光課長（安田祐一君）  第１号議案の７款

１項２目１９節西国東商工会運営費補助金に関する

ご質疑についてお答えさせていただきます。 

 本補助金につきましては、真玉、香々地地域の商

工業の発展及び地域振興を図っておられる西国東商

工会の運営に対する補助金でございまして、平成２

４年度と同額の予算１５０万円を計上させていただ

いております。 

 過去の経過といたしまして、運営補助金につきま

しては、豊後高田商工会議所と同額ということで、

真玉町商工会及び香々地町商工会に、それぞれ１５

０万円を支出させていただいておりました。平成２

０年度に２つの商工会が合併をし、西国東商工会と

なりました時に、当分の間、２つの商工会分を出し

ていただきたいという要望もございましたので、特

に、経営指導員が多く配置されているというお話の

中で、人件費分の補てんとして、平成２３年度まで

経過措置として、地域振興対策事業費として、余分

に１５０万円を別途支出させていただいておりまし

た。 

 しかしながら、平成２４年度に、大分県商工会連

合会が事務局職員を１人減といたしましたので、平

成２５年度からは、豊後高田商工会議所と同額とさ

せていただくものでございます。 

 なお、商工会議所も大変厳しい運営状況と伺って

おります。この小さな町に２つの経済団体があるの

ですから、この２団体が何とか連携する方法はない

のかと思っているところでもございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  川原直記君。 

○１５番（川原直記君）  ただいま、課長のほうか

ら答弁がございまして、私も、決して２つの経済団

体があるということが、この町にとってよいとは思っ

ておりません。 

 しかしながら、他市の状況を見ても、そういう会

議所と商工会と並立した市も７つ、８つあろうかと

思っております。そういうところの状況を踏まえま

して、ぜひそういった経済団体にも、もともと商工

会そのものが弱い団体でございますので、その辺を

もう一度再考いただきまして、ぜひ手綱を引っ張る

ばっかりではなく緩めるということも、少し、行政

のほうもそういう方向でいってほしいなという気も

ありますので、ぜひ、４月から新市長になりますが、

その辺をよくご説明いただきまして、また再考いた

だけるとありがたいなと思っております。 

 本日はそういうことで、結論はお互いに出さない

ほうがいいのではないかなと思っておりますので、

ぜひご一考いただければと思っております。 

 以上で終わります。 

○議長（河野正春君）  答弁はいいですか。 

○１５番（川原直記君） はい。 

○議長（河野正春君） 議案質疑を続けます。 

１番、土谷信也君。 

○１番（土谷信也君）  おはようございます。１番、

土谷信也です。通告に基づいて質疑をいたします。 

第１２号議案の一般会計補正予算歳出３款２項１

目児童福祉総務費の放課後子どもプラン推進事業の

委託料が３７３万２，０００円の減額になっていま

す。 

 この事業は、放課後、家庭に帰っても保護者のい

ない子供たちのお世話をする事業だと思いますが、

この事業の詳しい説明と、また、この委託料が減額

になるということは、事業が計画どおりに実施され

ていないのではないかと心配するところですが、そ

の経過について。また、この減額した金額は、全体

のどれぐらいを示しているのかご説明をお願いをい

たします。 

 同じく、７款１項３目観光費の宮町等活性化事業

費補助金についてですが、当初予算３９２万５，０

００円に対する２１０万円の減額ですので、実施事

業費は１８２万５，０００円になります。これも計

画事業の５０％もこなしていませんが、その説明を

求めます。また、平成２５年度の予算を２９０万円

組んでいますが、しっかりした計画はできているの

かあわせてお尋ねをします。 

 同じく、１０款５項６目図書館費の新図書館蔵書

に向けての寄附行為があったようですが、この寄附

金の使い道と、また寄附者から、使途に縛りがある

のかどうか、またその寄附者の公表はできるのかお

尋ねします。 

 同じく、１０款５項７目図書館建設費が３，１１

４万７，０００円減額補正をしておりますが、当初

の計画どおりに実施をされたのか説明をお願いしま

す。 

 最後に、第２９号議案の豊後高田市男女共同参画

推進条例の制定について質問をします。 

 平成２０年に男女共同参画推進委員会条例が制定
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されていますが、今回、委員会条例を廃止し、男女

共同参画推進条例を制定するその意義と経緯につい

ての説明を求めます。また、第９条に委員会を置く、

その委員会は第２１条に男女共同参画の推進に関し

てすぐれた見識を有するものとありますが、どのよ

うな方を中心に選ばれているのか、公表できる範囲

の中で説明をお願いします。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（河野正春君）  子育て・健康推進課長、植

田克己君。 

○子育て・健康推進課長（植田克己君）  第１２号

議案、３款２項１目放課後子どもプラン推進事業に

ついてのご質疑にお答えします。 

 放課後子どもプラン推進事業、放課後児童クラブ

は、仕事などで昼間に保護者のいない家庭の小学生

に対して、学校の余裕教室などを活用し、適切な遊

び、生活の場を与え、児童の健全な育成を図るもの

であります。 

 本市でも、保護者会及び社会福祉法人に運営を委

託し、９つの児童クラブで、平日の放課後に加え、

土曜日や夏休みなどの長期休暇期間も実施しており

ます。そのうち、社会福祉法人が運営している２つ

の児童クラブでは、バス等による送迎を行い、児童

クラブのない多くの児童も受け入れていただいてお

りますので、現在、市内全ての小学校区で放課後児

童クラブが利用可能となっており、約３００名の児

童が利用しております。 

 また、対象児童につきましても、小学校低学年が

基本ではありますが、各クラブも対象学年を拡大し

て、可能な限り受け入れをしていただいており、女

性の就労の増加や少子化が進行する中、仕事と子育

ての両立支援を行い、子育てしやすいまちづくりを

進めております本市にとりまして重要な役割を担っ

ていただいているところであります。 

 あわせて各児童クラブでは、遊びを通しての自主

性、社会性、創造性を培う活動や、学習活動を自主

的に行える環境づくり、基本的生活習慣を身につけ

させる活動のほか、創意工夫をしながら、ひな祭り

などの季節ごとの行事や、地域の方々との交流会を

行うなど、放課後児童の健全育成上、必要ないろい

ろな取り組みを行っていただいております。 

 議員ご質疑の児童クラブの委託料につきましては、

県の補助基準に基づき、会員児童数によってランク

が分かれ、金額が異なる基本額に、年間２５０日以

上開設する日数に応じた日数加算、８時間以上の開

設による長時間加算、障がい児受け入れに伴う障が

い児加算により算出しております。基本額の基礎と

なる会員児童数につきましては、新１年生の人数等

をもとに積算しておりますが、保護者の就労状況の

変化により、実際には入会する児童数が変動する場

合があります。 

 特に、ランクの境の人数にある児童クラブでは、

ランクが上下する場合もあり、委託金額も変動する

こととなります。本年度におきましては、委託金額

３，２２３万４，０００円を予定いたしておりまし

たが、４つの児童クラブにおいて、当初予定してい

た会員児童数よりも実際に入会した児童数が下回り

ランクが下がったため、３７３万２，０００円の不

用額を生じたものであります。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君）  商工観光課長、安田祐一君。 

○商工観光課長（安田祐一君）  第１２号議案のう

ち、７款１項３目宮町等活性化事業費補助金に関す

るご質疑についてお答えをさせていただきます。 

 本事業につきましては、市内唯一の繁華街でござ

います飲食店が軒を連ねる宮町の活性化に向けた取

り組みとして、今年度から実施しているものでござ

います。 

 減額の理由といたしましては、当初予算では、宿

泊者に対する一定の割合の補助も計画しておりまし

たが、関係者との協議を重ねる中で、事業実施に向

けたシステムが煩雑となることが予想されることや、

お店側の負担割合の問題もあるといった課題が解決

できなかったため、この分の２１０万円を減額した

ものでございます。 

 なお、宮町活性化につきましては、これまで昭和

の町の取り組みによる観光客の増加や企業誘致の取

り組みによる進出企業の増加、そしてビジネスホテ

ルの開業といった背景があるにもかかわらず、利用

客への情報発信不足などが課題となっておりました。 

 そこで、何とか多くの人にこの情報を発信し、利

用の促進を図れないかということで、官民が協働し

て事業に取り組んできたところでございます。また、

平成２３年度からはコミュニティデザイナーの山崎

亮さんの会社にお願いをいたしまして、地域住民の

方にヒアリングを行う中で、活性化のアイデアも出

されてきたところでございます。 

 これまでの具体的な取り組みといたしましては、

各店舗の人と飲食と店の物語にスポットを当てた宮

町ガイドブックを作成いたしまして、宿泊客のみな
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らず、誘致企業の方のお店選びのアイテムとしても

ご利用いただいているところでございます。また、

タクシーや運転代行の利用者に対する助成制度も実

施しているところでございます。 

 さらには、飲食客の増加に伴うにぎわいとあわせ、

安全で安心な町をＰＲしていくために、豊後高田警

察署にもご協力いただく中で、宮町の景観にもマッ

チした警察官立ち寄り所も実験的に設置したところ

でございます。 

 このような取り組みを一過性のものとしないため、

平成２５年度においても引き続き、宮町等活性化事

業費補助金として予算２９０万円を計上させていた

だいております。 

 土谷議員ご指摘のように、計画性を持ち、関係者

と十分ご協議した上で、タクシーや運転代行の利用

者に対する助成制度の継続実施や民間主導で行う飲

食店街を核としたイベントなどを支援していきたい

と考えております。今後も、自主的な推進体制づく

りをバックアップしてまいりたいと考えております

ので、何とぞよろしくお願いいたします。 

○議長（河野正春君）  教育庁総務課長、渡邊和幸

君。 

○教育庁総務課長（渡邊和幸君）  それでは、第１

２号議案のうち、新図書館蔵書に向けての寄附行為

についてお答えをいたします。 

 今回、補正予算に計上いたしました備品購入費５

６１万円の財源につきましては、昨年からことしの

１月にかけて新しい図書館のためにといただきまし

た寄附金としております。この寄附金につきまして

はご本人のご意向に沿い、新図書館の蔵書の充実の

ため、図書購入費に活用させていただくことといた

しました。 

 具体的には、現時点で図書館に十分に備えられて

いない大型絵本や洋書の絵本、著名作家の個人全集

や文学全集、電子書籍などを整備してまいりたいと

考えております。 

 ご寄附いただいた方々の公表につきましては、ご

本人の意思を確認の上、随時、市報に掲載させてい

ただいているところであります。また、図書館へ１

０万円以上の金品をご寄附いただいた方々につきま

しては、図書館正面玄関の顕彰板にご芳名を掲示し、

広く利用者の皆さんにお知らせをしております。今

後についても同様に顕彰させていただくこととして

おります。 

 次に、図書館建設事業の減額補正の理由について

でありますが、工事請負費につきましては、施工方

法の合理化による減額分や発注済みの図書館整備附

帯工事の入札減額分でございます。 

 次に、委託料につきましては、図書館システムの

導入に当たって、必要な機器等を精査したことによ

る減額でございます。 

備品購入費につきましては、入札執行の残額でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  人権・同和対策課長、伊東

文夫君。 

○人権・同和対策課長（伊東文夫君）  それでは、

２９号議案、豊後高田市男女共同参画推進条例の制

定の意義と経緯についてお答えいたします。 

 国におきましては、平成１１年男女共同参画社会

基本法が制定され、男女共同参画社会の形成に関す

る基本理念を定め、共同参画社会の形成促進に関す

る施策の基本となる事項を定めることにより、総合

的かつ計画的に施策の推進を図っています。 

 この男女共同参画社会基本法では、男女がお互い

の人権を尊重しつつ、喜びも責任も分かち合い、性

別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮す

ることができる男女共同参画社会の実現を２１世紀

の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけてお

ります。 

 大分県では、平成１４年に大分県男女共同参画推

進条例を制定し、男女共同参画社会の実現に向け、

教育啓発活動や環境整備などの各種施策を推進して

おります。 

 そのような中、本市におきましては、平成２０年

に男女共同参画推進委員会条例を制定し、平成２２

年３月にぶんごたかだ愛・あいプラン、豊後高田市

男女共同参画計画を策定し、施策の推進に努めてお

ります。 

 今回、男女共同参画の推進に関する基本理念を定

め、男女共同参画社会の実現に向け、総合的かつ計

画的に施策を推進するため、豊後高田市男女共同参

画推進条例を制定するものであります。 

 次に、男女共同参画推進委員会委員の選定につい

てであります。男女共同参画社会に関心を持たれ、

理解を示される方や人権に関するすぐれた見識を有

され、その実現に向けてご協力いただける方々を委

員として委嘱いたしております。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君）  土谷信也君。 
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○１番（土谷信也君）  再質議ではありませんが、

１点だけ要望をさせていただきます。 

 宮町の活性化の事業でございますが、一、二年やっ

て大した効果は上がらなかったということではなく

て、しっかり計画をして、捨て銭といいますか、そ

ういうことにならないように有効に活用していただ

きたいと思います。 

 以上、終わります。 

○議長（河野正春君）  議案質疑を続けます。 

２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  日本共産党の大石であり

ます。通告をしておりますのでそれに沿って質疑を

いたしますから、明確な答弁をしていただきたいと

思います。 

 最初は、第１号議案、一般会計の当初予算につい

てでありますが、多くは予算委員会で審議をします

ので、今回３点について質疑をいたします。 

 １つは、生活保護費の問題なんですけれども、今

回当初予算では、扶助費として３億９，９００万円

提案されておりますけれども、その根拠について説

明をしてください。 

 次が、重度障がい者の医療給付費という形で５，

７００万円ほど提案されておりますけれどもその根

拠について。 

 さらに３つ目は、イノシシ、シカの被害防止対策

で、昨年度から大幅に予算をふやして、この対策に

は特別に力を入れておりまして成果を上げておりま

すが、何とイノシシ、シカの繁殖率が高いために、

これだけ取り組んでみてもなお被害は広がる状況が

続いております。相当、私どもも各地から苦情の声

も聞きますし、対策を求める強い意見も寄せられて

おります。 

よって今回は、市長が市長選挙の関係で骨格予算

と、６月には政策的な予算が提案されると思います

ので、随分、この防護柵については設置をされてお

りますけれども、これにお金をかけてみても、その

柵に入らなければその地域については被害がない。

その分はどこかに行くから、結局、市内全体から見

れば被害は変わらないということになると思うんで

すね。 

よって、やっぱりイノシシ、シカをどうやって減

らしていくか、捕獲していくかと、ここに予算をつ

けるべきだと思うんですが、市長は次、再選ほぼ間

違いないと思うんですけれども、６月に向けて、こ

の辺、思い切った予算をつける考えがあるかどうか

聞いておきます。 

 関連一般質問で生活保護の関係では、新聞テレビ

でご承知のように、本年度から大幅な基準の削減が

やられようとしております。これはただ、生活保護

を受けている家庭が影響を受けるだけではないと思

うんです。 

 それは、例えば、子育てやる、定住対策やるとい

うけれども、保育料の問題についても響きますし、

あるいは介護保険料や介護保険のサービスの利用料

についても響いてきますし、国保税や介護保険料に

ついても、当然これが影響を受けますし、小中学校

の就学援助の対象についても減ると言われておりま

すが、さらには、最低賃金を決めることについても

影響を及ぼすことになり、これはもう高田にとって

も大きな問題だと思いますので、このことを、市長

は、国の改悪やわね、今度の国会に次々と法案を出

す予定にされておりますけども、これがもし通った

場合に、高田ではどういう影響を及ぼすと考えるの

か。その対策についてどう考えるのか。市民の前に

明らかにしていただきたいと思います。 

 次が、重度障がいの問題なんですけれども、大分

県で重度障がいと子供の医療とひとり親家庭につい

ては、大分県独自の事業として医療費の助成が実施

されております。 

 これは、市町村が実施すれば県が半額負担する制

度となっているんですけれども、その中で、子供の

医療費とひとり親については現物支給に変わりまし

たけれども、この肝心な重度障がい者医療について

は、いまだにまだ、現物給付に改善されてないんで

す。その点については、市長もこれは当然変えるべ

きだという意見を持たれておられまして、それは立

派だと思います。問題は、そうなっていない、市独

自で実施しようとしてもなかなか困難な面もあろう

かと思いますので、何とか市長が政治力を発揮をし

て、県全体を動かす、各市町村も動かして、何とか

この早い時期に重度障がい者についても現物支給に

切りかえてもらいたいと思いますが、その点どうで

しょうか。 

 次が、第２号議案、国保の特別会計なんですけれ

ども、療養給付費の国庫負担金や財政調整交付金が、

前年度に比べて６，８００万円減額になっておりま

す。国から入る金が６，８００万円減額になってい

るというその算定の根拠を示してもらいたい。 

 それから保険給付費については、前年度より約３，

０００万円減額されておりますけれども、これは市
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長が先頭に立って市民の健康づくりという形で、い

ろんな運動など推進をしておりまして、これも評価

いたしますが、その成果は急には出ないと思うけれ

ども、やがてこういう形で医療費の抑制に結びつく

ことになっているのかどうか。この辺の評価につい

てもお尋ねをしておきます。 

 関連一般質問ですけれども、やっぱりこれは何度

も申し上げますように、市民の所得はもう大変厳し

いものがあります。何とか今度、安倍首相も企業に

向けて賃金を上げろと要請しておりますので、上が

ることを期待しておりますけれども、市民の所得を

上げないともうやっていけない状況です。その所得

に比べてみて、高田の国保の条例では、収入に比べ

て国保の負担割合が高過ぎるということで、相当ど

こでも何とかならないかという声を聞きます。 

 よって、何でも使える市の財政調整交付金が１６

億円を越える金額があるわけなんですから、１６億

を全部国保に回せなんていいません。せめて１億で

も２億でも回して、その分困っておられる、高過ぎ

る国保税引き下げに政策的に充てて、市民の暮らし

を守ってもらったらと思いますが市長の見解を求め

ます。 

 次が、４号議案、介護保険の特別会計の予算です

けれども、保険料については、前年度に比べて１，

６００万円の増の予算になっております。その積算

の根拠について示していただきたい。 

 関連一般質問で、年金が少ない、本当に収入の少

ないお年寄りが多いわけなんですけれども、その介

護保険料の減免制度をつくると、大分県の中でも市

長が率先して、市長が課長に命令してつくった制度

ですけれども、実際にこの１年間で活用できたのは

１世帯しかないと。ほんのわずかなんですよね、こ

れから見たら。やはりこの１年間の状況を分析をし

てみて、どこをどう改善すれば、もっと本当に所得

の少ない介護保険料の負担が重くて困っている人た

ちを助けることができるんかという検討をされて、

やっぱり６月議会には政策的にこういうように改善

しようというように示してもらいたいと思うんです。 

宇佐で聞いてみましたら、宇佐も条件を緩和しよ

うということになるようです、担当課が検討してお

ります。私は、この制度ができた去年に、別府や宇

佐の例を話して、別府や宇佐は今年度から改善をし

たんですよね。特に、別府はぐっと改善をしまして

利用者が多いようですけれども、宇佐も実際、制度

をつくったけれど利用者がなかったんです。ないと

いうか適用されなかったんですね。 

 だから、何とかできた費用ですから、こういう方々

にとってはやっぱり１銭でも安くてもいいと。その

日が食えないという方々のために。生活保護にはな

りたくないと、しかしせめてこれだけはまけてくれ

んかという方には、減免するのがやっぱりこの政策

的には大事な問題ではないかと思いますので、検討

して６月議会に前向きに改善できないかどうかお尋

ねをしておきます。 

 次は、１２号議案は、一般会計の補正予算につい

てであります。 

 これで二、三質問しますが、１つは伊美線のバス

の運行補助金が４８２万円提案をされました。ちょっ

と一般会計当初予算見ましたら５０万円となってい

るんですが、当初予算５０万円のものが年度末ぎり

ぎりで４８２万円の補正予算というのは合点がいか

ないんですけどね。その他モデル事業で五百何万出

しているわけやから、何でまた５００万円近く出す

かというので、これはどういう根拠なのか、説明を

してもらいたいと思います。 

 それから、ひとり親家庭の助成費も３４５万円の

減額です。これは、年度末で３４５万円ということ

になると、当初予算の約３割ほどの減額なんですよ

ね。やはり、ひとり親家庭については、医療費負担

などが大変だと思うんですけれども助成制度ができ

ている。問題なのは、年度途中から一部通院で１日

２，０００円、それから入院では７，０００円です。

自己負担が出るようになったことが影響して、ちょっ

と病院に行くことを差し控えるような状況が生まれ

ているんじゃないかと心配しているんですけど、そ

ういうことがないのかどうかですね。 

 その辺、今回減額にする根拠について、３４５万

円減額にする根拠について示してもらいたい。 

 次は、住宅関連で、安心住まい改修支援事業、こ

れは平成でいったら平成２３年度から県の制度とし

てできました。うちも予算を組んでいるんですけど、

実際、実績が弱いんですよね。これを私どももこの

制度が始まった当初から、県当局と交渉の中で、何

とか補助率を上げないと意味がないんじゃないかと。 

 例えば、同じお年寄りの部屋を改装するにしても

介護保険でやられるところについては９割補助なん

だと。自己負担１割で済むんだと。これでは５割と

かあるいは２割では、利用者がないんじゃないかと

いう指摘をして、何とか補助率を上げろとやってき

ましたけれども、これで３年間過ぎました。 
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 よって豊後高田でいうならば、今回５４０万の予

算に対して４３３万８，０００円も減額すると。当

初予算の約２割しか消化できない状況なんですね。

このことの原因、理由について明らかにしてくださ

い。 

 関連一般質問では、ひとり親家庭の助成制度は、

自己負担、導入を何とか撤回するという方向で、ひ

とり親家庭はいつでも病気になれば医療機関にかか

れるように改善してもらって、市民の健康を守って

もらいたいと思うんですがどうでしょうか。 

 次は、安心住まい改修支援事業についても、何と

か県に働きかけて全県的な状況も分析してもらって、

県がつくった制度なんだから、何とか補助率を変え

る、利用者が出るようにですね、働きかけてもらい

たいと思いますがどうなんでしょうか。 

 それから、次はその関連で、私は、一般的な住宅

リフォームの助成制度を創設したらどうかというこ

とを何度となく提案してきましたけれども、市長は、

うちはそれにかわるようないろんな事業をやってい

るからということで、前回の答弁では６，０００万

円方やっているという答弁もありましたけれども、 

しかし実際、資料をもらったら、実績はそうじゃな

いようですけどね。 

問題は、高田でいう６，０００万円という事業は、

それぞれ限定されているんですね、条件が。私の言っ

ている今、全国で話題になっているこの住宅リフォー

ムというのは、どの家庭でも、トイレや炊事場や、

あるいは寝室などを修理すれば１割から２割の補助

金を出すと。それで条件は、市内の業者や個人に仕

事をしてもらった場合とね。そうするとやっぱり市

が補助金を出した２０倍、３０倍の経済効果がある

ということで進んでおります。別府の議会をずっと

傍聴してきたんですけれども、市長は大分県の中で

最もいい制度をつくると答弁しておりましたが、と

うとう今度の議会には、１億円の補助金の予算を出

しまして、商工会議所に委託して金券を配布するこ

とになりましたけれども。杵築についても思い切っ

てやろうとなったらですね、杵築の場合、募集を始

めたら３日間で１，０００万円が消えるんですよね。

で、ことしまた３年目になりましたが、また１，０

００万円つけることになりました。全国的にも２年、

３年で終わるところもあるんですけれども。 

 せめて市長、試験的に１，０００万円、とにかく

試験的ということでやってみてですね、そうすれば、

高田の業者や建材店、原材料もあるいは職人さんな

ども全部豊後高田の方を活用していくということに

なれば、１，０００万円出せば仕事が１億から２億

の仕事ができることになるから、それだけ仕事もふ

えるし、業者も原材料買ってもらうから経済効果が

あると思うんですが、こういう制度を何とか６月に

向けて考えてもらえんでしょうか。 

 次は、１３号議案の国保の精算金についてであり

ますが、今回、国・県の支出金８，１８２万円を償

還をするということになっております。新聞報道さ

れたのは、高田の場合は２０１１年度で、国保の離

職者の減免分が間違っておったので、２，４００万

円ほど返還してもらうというのは新聞に載っており

ましたけれども。この８，１８２万円、国や県に返

すというのはどういうことなのか示してもらいたい。 

 次が、第２２号議案の、市長や副市長、教育長の

退職金の減額改定についてであります。ここにいろ

いろ書いておりますとおりに、市長は、何とか検討

しようということと、特別職の報酬審議会にかける

ことが一番いいんだから、そのことも検討しようと

いう答弁をされておりました。何とか３月議会に提

案されましたが、この改正案を分析いたしますと、

大したもんやないじゃないかと。 

 それで、もうすでに豊後高田の場合は市長が給料

下げておるんだから、市長で言ったら１２％、副市

長や教育長は１０％が自動的に下がる。今回、市長

で言うなら、１００分の５０を４２に変えてもね。

実際、３％しか下がらないんですよね。一番下がる

のは副市長が下がることになりますね。 

 よって、今回のこの引き下げ幅では、市民は納得

できないと思うんですよ。何でこういうことになっ

たのかその根拠について示していただきたいと思い

ます。 

 後は、答弁があってから再質議をいたします。 

○議長（河野正春君）  福祉事務所長、尾形 稔君。 

○福祉事務所長（尾形 稔君）  第１号議案、平成

２５年度豊後高田市一般会計予算のうち、生活保護

扶助費についてお答えいたします。 

 平成２５年度の生活保護扶助費の予算編成に当た

りましては、平成２３年度の決算額及び平成２４年

度の決算見込み額、さらに保護世帯数と人員の動向

を勘案したもので、予算編成時においては、平成２

５年度の基準単価が示されていなかったことから、

現行の基準単価により積算したものでございます。 

 平成２４年度の当初予算対比で、率にして５．９％、

金額にして２，２２０万円を増額し、予算総額３億
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９，９２４万円を計上させていただいたところでご

ざいます。 

 関連一般質問の、生活保護基準の見直しに伴う他

制度への影響についてでありますが、議員ご案内の

とおり、就学援助や保育料の免除等多岐にわたって

いるところであります。 

 国におきましては、それぞれの制度の趣旨や目的、

実態を十分考慮しながら、できる限りその影響が及

ばないよう政府全体として対応していくこととして

おりますので、市といたしましては、推移を見守り

たいと考えております。 

 また、生活保護基準の見直しについては、国の社

会保障審議会による検証結果や客観的なデータに基

づき行われたものと認識しており、国においては、

生活保護基準の見直しとともに、生活困窮者の自立

や就労支援等をさらに強化するための事業を同時に

進めることとしておりますので、その動向を注視し

てまいりたいと考えております。 

 次に、重度心身障がい者の医療費助成についてお

答えします。平成２５年度の重度心身障がい者の医

療費給付費につきましても、平成２４年度の決算見

込み額等をもとに予算を積算し、総額５，７６０万

円を計上させていただいたところでございます。 

 関連一般質問の医療費の現物給付化につきまして

は、これまでお答えしてきましたとおり、利便性を

考えた場合、現物給付化すべきであると考えており

ます。しかしながら、国民健康保険の国庫負担金等

の減額措置が大きいなどの課題があるため、現物給

付化に踏み切れない状況であり、現時点での導入は

難しいと考えております。 

 本事業につきましては、大分県全体で取り組む必

要があることから、今後も引き続き、大分県及び各

市町村との協議を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  教育庁学校教育課長、瀬口

卓士君。 

○教育庁学校教育課長（瀬口卓士君）  生活扶助基

準の見直しに伴う就学援助への影響についてお答え

いたします。 

 議員ご質問のように、生活扶助基準の見直しに伴

い、多岐にわたる制度への影響が生じる可能性が指

摘されているところでございます。 

 そのような中、就学援助につきましては、児童生

徒の教育を受ける機会が妨げられることがないよう、

平成２５年度当初に、要保護者として就学支援を受

けてきた者については、引き続き補助対象と認める

旨、文部科学省から通知されてきたところでござい

ます。これを受けまして、本市においても要保護、

準要保護者に対する就学援助費の支給につきまして

は、国に準じて対応してまいりたいと考えていると

ころでございます。 

○議長（河野正春君）  市参事兼農林振興課長、井

上晃一君。 

○市参事兼農林振興課長（井上晃一君）  第１号議

案についてのご質問のうち、イノシシ、シカなど被

害防止対策についてお答えをいたします。 

 本市の被害防止対策につきましては、平成２０年

度に被害防止対策協議会を設置をいたしまして、関

係機関や猟友会の協力を得ながら鳥獣被害防止に努

めているところでございます。 

 特に、捕獲対策につきましては、平成２３年度よ

り猟期中の捕獲につきましても、捕獲報奨金の事業

の対象としております。 

 また、新規狩猟免許取得講習会費の助成など、捕

獲班員の増員に向けた取り組みも行っておりまして、

今年度、新たに６名が増員になり、駆除班員の登録

者数が１２６名となっております。 

 捕獲実績につきましては、平成２２年度は６７９

頭で、平成２３年度には２，０５４頭と約３倍の実

績になっております。今年度も１月末現在で１，８

０６頭となっており、年々、着実に成果が出ており

ます。 

 今後も、捕獲対策強化を図りながら、国東半島一

斉駆除事業や地域研修会の開催など、地域ぐるみで

の被害防止を推進するなど、引き続き、有害鳥獣被

害防止対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  保険年金課長、佐藤 清君。 

○保険年金課長（佐藤 清君）  第２号議案につい

てお答えします。 

 初めに、保険給付費についてお答えします。保険

給付費につきましては、平成２３年度の実績及び平

成２４年度見込み額と各年度の伸び率を参考に算出

しております。 

減額予算となっている主な理由は、一般被保険者

において被保険者数が減少していること。加えて医

療費が現時点で、例年と比較して伸びていないこと

によります。保険給付費全体で２，９９６万４，０
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００円の減額で、前年比１．２％の減となっていま

す。 

 次に、療養給付費等国庫負担金及び財政調整交付

金が減額となっている要因についてお答えします。

療養給付費等国庫負担金及び財政調整交付金につい

ては、保険給付費等を基に積算されることから、平

成２４年度において保険給付費が減額となったこと

によります。 

 次に、関連一般質問についてお答えします。国保

税は、保険給付費いわゆる医療費の２分の１を保険

税として被保険者へ負担していただく仕組みとなっ

ています。このことから、市では、国保税の増額を

少しでも抑えるため、医療費適正化や医療費が減額

となるよう取り組みをしているところでございます。 

 しかしながら、本市の医療費の状況は、一人当た

りの医療費から見ると、年々増加してきており、今

後も増加することが予想されます。加えて、市内の

被保険者は、高所得者が少なく国保税の増収は見込

めません。しかも本市では、高齢者の割合が非常に

高く、医療費が年々増加傾向にある厳しい構造が続

きます。平成２５年度以降も国保特別会計の財政運

営は大変厳しくなることが予測されます。 

 ご質問の財政調整基金の一部を充てることについ

ては、国保税改正の議論の中で一緒に研究・検討を

重ねていきたいと考えております。 

 次に、第４号議案にかかる保険料の積算について

お答えします。介護保険料の予算の積算につきまし

ては、平成２４年１２月現在の保険料の状況に、平

成２５年度の変遷を見込み、それを加味して算出し

たものでございます。 

 議員お尋ねの、年金収入１８万円以下の普通徴収

者の数の把握は困難ですが、予算積算における基礎

データとしては延べ件数でございます。普通徴収８

９５件、特別徴収８，０５８件と見ており、その普

通徴収の第１段階対象数は６２件、第２段階対象数

は２２２件となっております。 

 次に、関連一般質問についてお答えします。減免

制度の今後の対応につきましては、これからの状況

を勘案し検討してまいりたいと考えております。 

 次に、１３号議案の、国県支出金精算償還金につ

いてお答えします。資料でも提出をしておりますが、

内訳は、平成２３年度特定健康診査・特定保健指導

国庫負担金として２３７万３，０００円、平成２３

年度療養給付費等負担金として５，４４０万１，３

６４円、平成２３年度特定健康診査・特定保健指導

県負担金として１０４万３，０００円、平成１８年

度から平成２２年度までの財政調整交付金として２，

４０１万１，０００円の合計８，１８２万８，３６

４円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  子育て・健康推進課長、植

田克己君。 

○子育て・健康推進課長（植田克己君）  第１２号

議案のうち、ひとり親家庭医療費助成についてお答

えします。ひとり親家庭医療費助成制度は、平成２

４年１２月診療分から県全体の制度として、現物給

付方式が導入されました。１２月診療分からの現物

給付方式による医療費の給付状況は１カ月分のデー

タのみでありますが、病院の窓口で一部自己負担金

を支払い、市へ申請していただく必要がなくなった

ことなどにより、それまでの償還払いの時と比較し

て４割ほど増加している状況でございます。 

 しかし、本年度の医療費の給付につきましては、

これまでの償還払い方式では、４月から３月までの

１２カ月分の給付でありましたが、現物給付方式で

は、審査支払期間より２カ月おくれで請求がくるた

め、１月診療分までの１０カ月分の給付となり、給

付月数が２カ月分少なくなることになります。その

ため不用額が生じたものであります。 

 また、関連一般質問部分の、親の一部自己負担金

の見直しについてのご質問についてですが、さきの

第３回定例会でもご答弁申し上げましたとおり、こ

の一部自己負担金制度は、今後ともこの制度を継続

していくため、受益と負担のあり方を総合的に勘案

した結果、県全体の制度として導入されたものであ

りますので、市として単独助成をすることについて

は現在のところ考えておりません。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君）  建設課長、筒井正之君。 

○建設課長（筒井正之君）  第１２号議案のうち、

安心住まい改修支援事業についてのご質疑にお答え

いたします。ご案内のように、平成２３年度から大

分県が実施しておりますおおいた安心住まい改修支

援事業につきましては、高齢者安心住まい改修支援

事業として、簡易耐震改修型とバリアフリー改修型、

そして子育て安心住まい改修支援事業と３つのメ

ニューがあります。市といたしましても、早速、こ

の補助制度を活用し、限度額はありますが、県市あ

わせて簡易耐震改修には、対象事業費の２分の１を、

またバリアフリー子育て改修については対象事業費
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の１５％で、さらに市独自補助として、これに５％

を上乗せして助成を行っているところであります。 

 平成２３年度の実績といたしましては、バリアフ

リー改修が５件、補助金の交付金額が１３０万８，

０００円で、予算額３９０万円に対する予算執行率

につきましては、３３％でありました。また、県予

算の執行率につきましても、予算措置額１億円に対

し約５％と極めて低い水準であったことから、平成

２４年度につきましては、高齢者を含んだ二世帯同

居の場合における世帯全体の収入要件を５００万円

から公的年金収入を控除をすることや、子育て世帯

における世帯全体の平均年収を５００万円から６５

０万円に引き上げるなど、より実態に即した見直し

がなされたところであります。 

 本市につきましても、平成２４年度当初予算では

５４０万円と、前年度よりも予算枠を拡大し、ホー

ムページやケーブルテレビを活用した広報はもとよ

り、県担当課とともにリフォーム事業者向けの事業

説明会を開催するなど、積極的に事業の周知に努め

てきたところであります。 

 しかしながら、今年度の実績につきましても、バ

リアフリー改修３件、子育て世代向け改修１件で、

当初予算比２０％の達成率にとどまり、本定例会に

予算の減額補正をお願いするものであります。 

 なお、県の制度につきましては、平成２５年度一

部見直しをされ、継続すると聞いておりますので、

市民の皆さんがより活用しやすい制度となるために

も引き続き協議をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、関連一般質問についてお答えします。 

先ほど、ご答弁申し上げましたように、県につき

ましては、平成２５年度も継続して、おおいた安心

住まい改修支援事業を実施することと聞いておりま

す。 

 市といたしましても、引き続き、この事業制度を

有効に活用してまいりたいと考えておりますので、

現時点での見直しは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  企画情報課長、佐藤之則君。 

○企画情報課長（佐藤之則君）  第１２号議案、伊

美線バスに対する運行費補助金の根拠についてお答

えいたします。 

 本事業は、路線バス伊美線の運行維持を目的に、

その運行に係る赤字額を一定の割合に応じて、運行

会社であります大交北部バス株式会社に補助をする

ものでございます。 

 補助額の算定方法につきましては、経常収益から

経常費用を差し引いた赤字額に対して、国庫・県費

補助金を充当し、按分により豊後高田市分の赤字補

てん額を算出しております。 

 今回の補正につきましては、平成２４年度分、伊

美線の赤字補てん額５３２万８，０００円に対しま

して、不足額４８２万８，０００円を追加補正する

ものでございます。 

 その理由につきましては、大交北部バスが、本市

に対する伊美線の赤字補てん額を算出する際、すで

に運賃として経常収益に参入済みの７０パス補助金

を赤字補てん申請額から誤って再度差し引いて事務

処理を行っていたためでございます。 

 これについては、７０パス補助金制度導入時の、

平成２２年度以降から続いてきたものでございます。

そのため、前年度ベースで予算編成した本年度の当

初予算額と大幅な差額が生じたことにより、今回の

補正をお願いするにいたったものでございます。 

 なお、過去の赤字補てんに対する補助金の差額に

つきましては、大交北部バス側に起因するものでご

ざいますので、補助の遡及請求は行えないものと確

認をしておるとこでございます。 

 続きまして、第１２号議案、関連一般質問でござ

います住宅リフォーム助成制度についてお答えいた

します。これまでも、ご答弁申し上げてきましたが、

本市の住宅改修の助成につきましては、目的を定め

てそれに沿うものを助成するという制度でございま

す。 

 本議会の提出資料にございますように、その目的

といたしましては、市外からの転入の促進に係るも

の、親子が支え合う住宅の整備に係るもの、中心市

街地の活性化に係るもの、空き家・Ｕターン者・小

規模集落対策に係るもの、高齢者の生活環境や子育

て環境の整備に係るもの、介護認定を受けている方

や重度心身障がい者の方の生活環境整備に係るもの

などでございます。 

 このようにさまざまな事業を実施しておりまして、

ほとんどの事業は市内業者での工事を想定している

ものでございますので、それに伴う経済波及効果も

期待しているところでございます。 

 今後につきましては、特に定住促進を図るための

さらなる住宅建設等の助成制度を検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 
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○総務課長（安藤隆治君）  第２２号議案、豊後高

田市常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

等の一部改正に関するご質疑にお答えいたします。 

今回の市長、副市長、教育長の退職手当の減額に

つきましては、その考え方等について、議会開会日

に、市長から提案理由説明で、詳しく、ご説明させ

ていただいたとおりでございます。その上で、私の

方から、今回の条例改正による減額率の根拠につい

て、お答えしたいと思います。 

 まず、国の制度改正についてでございますが、国

家公務員につきましては、人事院から示された退職

給付に係る官民比較調査の結果や有識者会議の報告

を踏まえ、官民較差の解消等を図ることを目的とし

て、退職手当制度が改正されています。 

具体的には、現在の、国の一般職職員の退職手当

の支給水準から、官民較差分として、約１４．９％

を減額するものです。この減額は、本年１月から、

平成２６年７月までに、３段階で実施されます。 

 次に、県の改正内容についてでございます。 

 県知事をはじめとする、県の常勤特別職等につき

ましては、さきほど、ご説明申し上げました、国の

制度改正を参考に、退職手当の改定が行われており

ます。 

 国の支給水準が、約１４．９％減額されることに

伴いまして、その分の減額率を、支給率という率が

ありますが、それに反映させて、制度改正が行われ

ております。 

 その上で、今回の市長、副市長、教育長の退職手

当の制度改正についてご説明申し上げますが、議

員の皆様もご承知のとおり、現行制度は、第二次

行革によりまして、市長の今期任期中の時限的な

措置としまして、市長は、給料月額の１２％、副

市長と教育長につきましては、給料月額の１０％

を減額することとしております。 

そして、退職手当につきましても、市長が１２％、

副市長、教育長が１０％減額することとしておりま

した。 

 こうした中で、今回提案させていただいておりま

す内容につきましては、時限的な措置ではなく、恒

久的な制度としての改正でございます。このことか

ら、改正の考え方は、国・県の改正に沿って、官民

格差相当分の一律１５％を繰り下げるものとしたた

め、県と同様に支給率を改定しております。 

 今回、退職手当の支給率と算定基礎となる給料月

額の考え方をセットで見直すことによりまして、国・

県の考え方に準じまして官民格差を反映した恒久的

な制度として、市長、副市長、教育長の退職手当の

支給水準を一律１５％減額するものでございます。 

 減額の率といたしましては、現行よりも、それぞ

れ増加することとなっております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  しばらく休憩します。（「やっ

てしまおうえ。」と呼ぶ者あり） 

午前１１時５５分 休憩 

午前１１時５５分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

２０番、大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  あと予算委員会でやれる

ものはやりますが、とりあえず生活保護について、

まあ生活保護者だけじゃなくて、各方面に影響する

ということは答弁あったとおりなんですね。 

 よって市長は、政府に向けて、この生活保護基準

の引き下げを何とか阻止できるように働きかけても

らいたいと思いますがどうでしょうか。 

 重度障がい者についても、必要性は課長が認める

と。そのとおりですよね、市長も認めると思うんで

す。協議をしようと言ったけど、市長がちょっと１

４市の中でもリードしてもらって、何とか実現に向

けてご努力をしていただけんでしょうか。 

 イノシシ、シカ対策についても努力をしてきたけ

ども、今、数字が出たように平成２４年度は前の年

よりもちょっと減っているんですよね。よって、平

成２５年度については、ちょっと思い切って補助金

ふやすと。特に猟師さんについては、犬だとかある

いは猟銃の玉だとかね、わなよりも経費がかかるわ

けなんですね。だからそれはちょっと、もう少し一

頭当たりの単価の上乗せの検討を市長できんでしょ

うか。市長のほうの政策的な問題ですので市長の見

解を求めます。 

 それから、国保について、財政調整交付金の活用

については検討しようということになったが、市長

何とか、せめて値上げする段階になったときには値

上げしないことで、これを使うということやったら、

市民は同意してもらうと思うんですが、そういう方

向でも検討してもらえませんか。 

 それから、介護保険の減免制度について、何とか

所得が確定して７月ごろから申請始まりますんで、

７月ごろからの、今度の第２年度の申請については、

かなり多くの方が適用できるように、この内規、対
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象者の、貯金の額とか、その他いろいろありますが

４項目あるわけなんですが、これをちょっと見直し

てもらって、広く活用してもらおうということで、

市長、いいですかね。 

 それから、バス路線について、ずっとさかのぼっ

て、計算が違っちょったからということなんですけ

れども、バス路線については、実際に一般客と７０

パスの関係では、どれぐらいの年間利用割合なのか

ね、私はもうこの際、どうせ赤字分は、市だけで持

つんじゃなくて県と市が持つんだから、この際もっ

と高田市民を、周辺部の皆さんが高田にどんどん出

てこられるように、７０パスを７０よりもちょっと、

６０からに下げるとか。あるいはもういい、車がな

い人は誰でも使えるようにすれば、その分、２００

円が収入があるわけやから、往復４００円多く収入

があるわけやから、その収入があれば、その分は補

助金が減額されるということになるでしょう。だか

らそれを、大いにバスに乗る人をふやすと。２００

円で乗ってくださいと。足らん分は市が持ちますと

いうほうが、市民の利便性を図ることになるんじゃ

ないかと思うんですが、市長、検討できんでしょう

か。 

 今、全国的に交通弱者についての対策が求められ

ているんで、思い切ったことをやってもらえんでしょ

うか。 

 大分では、７０歳から１００円のコインバスで相

当喜ばれております。今度６５歳に引き下げようと

いうことでそういう方向になりつつありますが、せ

めて高田でも検討してもらいたい。 

 それから、ひとり親は……。 

 安心住まい改修事業について、これも、県全体で

話にならんわけよね。県が考えて県が実施した事業

なのに、大体年間通じて１０％もないんですよ。高

田は２割、全県的には１割弱なんですよね。これで

は幾ら何とか大分県に住んでもらいたいといっても

人口は減るばかりですよ。 

 だから、こういう県が事業をして、市と折半した

と。高田の場合若干５％上乗せしましたけどね。せ

めて全県的に上乗せをしてもらうと、率を上げると。

それで高田も上げるというふうにしたら、利用者が

ふえると思うんですよ。市長、それもちょっと音頭

をとって県に働きかけてもらえんでしょうか。 

 それから、住宅リフォームについては、高田の場

合、目的を持っていろいろ事業をやっているから、

それはわかるんですよ。しかし６，０００万円とい

うけれども実績は４，０００万円ですよね。だけど

いいですか。この安心住まい改修支援事業について

は、５４０万円の予算を組んで、去年もことしも、

また新年度も。５４０万円組んでみても、１年間に

利用者は１００万円しかないんですよね、高田の場

合。全然ゼロの事業もあるわけですよね。 

 だから、そういう金で５４０万円予算を組めるん

だから、何でも使えると。炊事場でも廊下でもいい

でと。２階の子供部屋でも何でもいいから、こうい

う形で出すからやってみらんかというのを加えても

いいんじゃないですか。特定のものに縛るんじゃな

くて。大工さんと家主さんが協議して、それなら１

割補助があるよと。最高、別府の場合でも２０万円

です。２０万円しかないんですよね。２０万円でも

あったら、炊事場がどうできる、便所がどうできる

ということで喜ばれているんですよ。だから、別府

は１億円の事業を始めたんだから、高田もそういう

ことが検討をできないのか。 

 次は、退職金について、いろいろ述べましたけれ

ども、資料を要求したら資料が出てないんですよね。

あなた方は、県下の状況も調査をされて、対比して、

今度の場合、条例でいうたら１５％減ということに

なったんじゃないんですか。なぜそういうのが出せ

ないんですか。私なりに全部調べていますが、市長

が今まで答弁したことはうそでしょう。高田の市長

の退職金はそう高いほうじゃない、高いほうじゃな

いですか。大分県１１市の中でも今では７番目に高

いんでしょう、今でね。今度それぞれが下げたら今

度はもっと高い位置になりますよ。そうならんです

か、総務課長、そうなるでしょうが。どこも１００

分の５０、１００分の４２とか、４３とか、４２．

５とかいろいろ下げるようですけどね。下げたとき

には、うちの場合は、実際は、市長の下がるのは３％

しか下がらないんですよ。今は１２％下げたところ

で、１４市の中では７番目に高いんですよ。違いま

すか、私の言うことが。違うなら違うと市民の前で

明らかにしてください。だから、もう少し下げなけ

ればね、これは話にならんですよ。これ、答弁して

ください。 

 以上です。 

○議長（河野正春君）  しばらく休憩します。 

午後 ０時０３分 休憩 

午後 ０時０８分 再開 

○議長（河野正春君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 
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市長、永松博文君。 

○市長（永松博文君）  それでは、私から何点かお

答えをいたします。 

 まず、生活保護のことについてでございますけれ

ども、これは現政権が今やっていることであります

ので、とりあえずは見守っていきたいとそう思って

いるところでございます。 

 それから、重度心身障がい者の現物給付なんです

けど、私もこれについては、一番問題があって、国

からのペナルティーが大きいということであります。

そういう面では、皆さんと話しながら国のペナル

ティーを少なくさせなきゃあどうにもならんという

ことだと思っております。 

 それから、国保の保険料の話でありますけれども、

私ももうこれが限度だと思っています。そういう面

で、これからの保険料改定の時には、そういうこと

も考えていかなきゃならん。そういうふうに考えて

いるところでございます。 

 それから、介護保険の減免制度なんですけど、２

４年度から導入して、余り活用できなかったという

ことは、制度そのものをもう一遍検討してみたいと

思っているところでございます。 

 それから、とりあえず、私からはこれくらいを回

答させていただいて、あとは、担当課長のほうで答

弁させます。 

 以上です。 

○議長（河野正春君）  農林振興課長、井上晃一君。 

○市参事兼農林振興課長（井上晃一君）  それでは、

イノシシ、シカの再質問にお答えをいたします。 

 先ほどの捕獲頭数の関係でありますけど、１月末

で１，８００頭ということで、２月、３月が入りま

すので、大方例年並みにいくというふうに考えてお

ります。 

 それから、銃に対する１頭当たりの上乗せという

ことでございますけども、現在わなでイノシシ７，

０００円、銃で１万円ということで、銃による部分

を高くしてございます。また、猟友会の皆さん方と

も、一応ご了解をいただいておりますので、現行で

いきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  建設課長、筒井正之君。 

○建設課長（筒井正之君）  それでは、おおいた安

心住まいの補助率をふやすことはできないかという

再質疑についてお答え申し上げます。 

 先ほど、ご答弁申し上げましたように、県も平成

２５年度から、一部制度を見直して、実施をすると

聞いておりますし、本市では助成制度の始まった当

初から独自で５％の上乗せ補助も実施しているとこ

ろでありますので、現段階においては補助率の引き

上げは考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  企画情報課長、佐藤之則君。 

○企画情報課長（佐藤之則君）  再質問にお答えい

たします。 

 まず、７０パスの適用枠を広げてはどうかという

ご質疑でございます。 

 まず、伊美線の乗客人数ですけども、平成２３年

度の全体が５万８３人でございます。そのうち、７

０パスの利用者が９，７４４人でございます。 

 現在、伊美線におきましては、市内の７０歳以上

の方を対象に２００円で乗車できる７０パスを発行

しております。大交北部バス株式会社との協定によ

りまして、利用１回当たり５２０円の運賃補助を実

施しておるところでございます。７０歳以上の方が

利用できる現行の枠を拡大することによりましては、

７０パス利用者が増加した場合には、伊美線に対す

る赤字補てんの減額というのが図られると思います

けれども、その分、７０パスの運賃助成額が増加す

るために、伊美線の運行維持に対する補助金の総額

が増加いたします。 

 そのため、市の財政負担を考えますと、現行の適

用枠を拡大することは困難であると思われます。今

後につきましては、平成２５年度におきまして地域

公共交通、全体の関係、伊美線、それから市民乗合

タクシーを含めまして、多くの方々に利用していた

だけるようにするために、全般を調査、検討する補

助事業を運輸局に要望しているところでございます。

その中で高齢化、過疎化が著しく進行する周辺部対

策としてのデマンドの導入や、伊美線に関する制度

の研究などをあわせて検討してまいりたいというふ

うに思っております。 

 なお、赤字補てんにつきましては、国県は一定額

の負担のみでございますので、それ以上の負担とい

うのを出していただけるという状況ではございませ

ん。 

 それから、住宅リフォームの助成制度の再質問に

ついてお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたように、この事業は、特

定の目的によって設定した事業でありまして、一定

の経済効果があるというふうに我々考えております
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ので、誰でも使えるという助成予算につきましては、

現在のところ考えていないという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  大石議員からの、市長

の退職金の水準はどれくらいかということでありま

すけども、今回の制度改正の前につきましては、大

石議員が言われるように、選挙公約によって減額さ

れている分も含めて、県下的には、私のほうは正確

にはつかめておりませんけど、６番目にと言われる

んで、そうかもわかりませんけども、今回の国の職

員の給与の改定に伴って、各市の特別職の分が、ど

ういった改定をしているのかという詳細についてう

ちのほうはつかめておりません。今、うちのほうが、

別府市と中津市については、それに準じた形でやる

ということで、うちにほとんど近い形でやるように

聞いておりますけども、そのほかについては、ちょっ

とつかめてはおりませんので、その改定後の順位と

いうのは、ちょっと正確には申し上げられません。 

 以上でございます。 

○議長（河野正春君）  あとないですか。 

大石忠昭君。 

○２０番（大石忠昭君）  じゃあ一言ですね。今の

退職金の問題でね、表向きには１５％引き下げやけ

ど、実際は、市長は３％、副市長と教育長は５％の

引き下げなんですよね。引き下げない段階でも１４

市の状況で、高田が６番なんですよ。今度はそれぞ

れ同じで見たら全然問題にならんですよ。それから

ね、約１０万都市の状況を全国調べてみましたけれ

どもね、もう高田よりも高い１０万都市というのは、

ほんのわずかしかないですよ。 

 市長は、うちは高いほうじゃないというのは全く

うそでしょう。だから、もう一点だけ大事な点なの

は、職員が４年間やめたときには退職金幾らですか、

今の条例で。民間でどれぐらいありますか。市長、

それから比べてみて高いと思いませんか。だから同

じ下げるんならね、市民が納得できるように大幅に

下げるというようにしてもらいたいと思いますがど

うしますか。何で特別職を報酬審議会にかけなかっ

たんですか。それも明らかにしてください。 

○議長（河野正春君）  答弁があれば簡単にお願い

をします。 

総務課長、安藤隆治君。 

○総務課長（安藤隆治君）  大石議員の再々質疑に

お答えをいたします。 

 まず最初に、市長の退職金について、一般職の職

員に比べて高いんではないかということであります

けども、もともとの、根拠となる法令が違いますの

で、一概にそういったことはちょっと言えないので

はないかと思います。 

 それと、済いません。報酬審議会にかけたのか。

かけるべきではないかということでありますけども、

今回の改正につきましては、官民格差に基づきまし

て改定しております国・県において、きちんとした

基準の基で改正を行っておりますので、報酬審議会

で議論いただく必要はないというふうに判断をさせ

ていただきました。 

 以上であります。 

○議長（河野正春君）  これにて、質疑を終結いた

します。 

 ただいま、議題となっております第２号議案から

第３８号議案までについては、お手元に配付いたし

ました議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員

会に付託いたします。 

○議長（河野正春君）  日程第４、予算審査特別委

員会の設置及び委員選任についてを議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 第１号議案、平成２５年度豊後高田市一般会計予

算については、２０人の委員をもって構成する予算

審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査す

ることにいたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（河野正春君）  ご異議なしと認めます。 

よって第１号議案、平成２５年度豊後高田市一般

会計予算については、２０人の委員をもって構成す

る予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査することに決しました。 

 なお、正副委員長につきましては、後日開かれる

予算審査特別委員会において、互選を行ってくださ

い。 

○議長（河野正春君）  以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 次の本会議は、あす午前１０時に再開し、一般質

問を行います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ０時２０分 散会 
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 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに
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